
介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金 作成責任者

高齢者支援課長
深澤 典宏

振 興 課 長
川又　竹男

施策名
Ⅳ-5-1 医療・介護一体改革の推進、介護保険制度の適切
な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者を支援する

認知症高齢者グループホーム等の防災対策上必要な改修等を支援し、また特別養護老人ホーム等の個室・ユニット化改修等を
支援するとともに、地域資源を活用したネットワーク体制の整備や先進的・パイロット的事業の立ち上げ支援等、日常的な支え合
い活動の体制づくりの立ち上げに対するモデル的な助成等を行うための基金の造成に要する経費を２４年度まで延長し、都道府
県に交付するもの。

事業開始・
終了(予定）年度 平成22年度(平成24年度末)

事業番号 787

　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)
事業名

別添資料参照

担当部局庁 老健局

平成22年度介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金の交付について（平成22年12月22日厚生
労働省発老1222第1号厚生労働事務次官通知）

平成21年度介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の運営について（平成21年8月20日老発0820第
5号厚生労働省老健局長通知）

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

担当課室
高齢者支援課

振興課

予
算
の
状
況

会計区分
一般会計

東日本大震災復興特別会計

繰越し等

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する計画、
通知等

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

3,000

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度要求

18,906

当初予算

補正予算

50,212 18,906

50,212

3000計 50,212 18,906

執行率（％） 100% 100%

3000計

執行額 50,212

22年度

％ － －

18,906

23年度
目標値

（　　年度）

なし。
(都道府県が設置する基金への積み増しを行う

ことを目的として交付したものであるため)。

成果実績 － － － － －

－

22年度

活動実績

（当初見込
み）

－
－ －

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 21年度

23年度 24年度活動見込

達成度

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度

(－) (－)

単位当たり
コスト

－ 算出根拠 －

なし。
(都道府県が設置する基金への積み増しを行う

ことを目的として交付したものであるため)。

－

費　目 24年度当初予算 25年度要求 主な増減理由

介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金 3000 介護等のサポート拠点の設置・運営に係る経費について財政支援を行うための積
み増し

計 3000

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳



-

-

-

-

-

-

-

被災地における復興を促進させるためには、この方法が
妥当である。

市町村が介護基盤を整備するために必要な経費につい
ては運営要領に規定している。

-

-

-

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 評価に関する説明

国が基金を造成するための交付を行うことで、市町村が
地域の実情に合わせた整備ができるように支援してお
り、国民への福祉サービスの向上が図られている。

被災地の早期復興のためには、国が基金への積み増し
を行う必要がある。

　※類似事業名とその所管部局・府省名

受益者との負担関係は妥当であるか。

－ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・
使

途

－ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

－ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

－ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

－ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

被災地におけるまちづくりや介護等のサポート拠点の整備に必要な事業であり、復興の一助となる事業であるため、適切に執行して参りたい

－

平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

補記　（過去に事業仕分け・提言型政策仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

予算監視・効率化チームの所見

現
状
通
り

本事業については、必要性や執行の観点からの評価も概ね妥当であることから、引き続き効率的な執行に努めるべき。

- 917

現
状
通
り

－

関連する過去のレビューシートの事業番号



※平成23年度実績を記入

資金の流れ
（資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する）（単

位：百万円）

厚生労働省

１８，９０６百万円

A.都道府県

１０団体

１８，９０６百万円

［基金の造成］

（交付）



E.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

A.宮城県

基金繰入金 基金の造成費 6,040

計 6,040 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）(百万円） (百万円）

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0



支出先上位１０者リスト
A.

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 宮城県 基金の造成費 6,040

2 岩手県 基金の造成費 5,950

3 福島県 基金の造成費 5,470

4 長野県 基金の造成費 264

5 千葉県 基金の造成費 261

6 茨城県 基金の造成費 261

7 青森県 基金の造成費 201

10

8 栃木県 基金の造成費 201

9 新潟県 基金の造成費 201

北海道 基金の造成費 61



東日本大震災による被災者の生活支援や復興支援を目的として、被災都道府県に対する介護基盤緊急整備等臨

平成23年度第一次補正予算額 7,020,870千円

時特例基金（地域支え合い体制づくり事業分）の積み増しを行う。

【 事業内容（例） 】

［ 積み増しの対象となる県 ］ 東日本大震災による災害救助法の適用を受けた市町村を有する都道府県
（内訳）青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県

（例）
・ 避難所等（仮設住宅、在宅を含む）の要介護高齢者、障害児者等に対する介護支
（例）
・ 避難所等（仮設住宅、在宅を含む）の要介護高齢者、障害児者等に対する介護支

＜参考＞事業実施までの流れ

厚生労働省

【 事業内容（例） 】

１ 避難所や仮設住宅における専門職種による相談・生活支援等

援専門員、保健師、相談支援専門員等の専門職種の者によるニーズの把握等の必要
な情報収集

・ 避難所等の障害児者に対する精神保健福祉士、職業指導員や、児童指導員、手話
通訳者等の専門職種の者による生活支援や情報支援

・ 避難所等において特段の配慮を要する高齢者（認知症高齢者や重度の要介護者

援専門員、保健師、相談支援専門員等の専門職種の者によるニーズの把握等の必要
な情報収集

・ 避難所等の障害児者に対する精神保健福祉士、職業指導員や、児童指導員、手話
通訳者等の専門職種の者による生活支援や情報支援

・ 避難所等において特段の配慮を要する高齢者（認知症高齢者や重度の要介護者 県 介護基盤緊急整備等
臨時特例基金

交付

避難所等において特段の配慮を要する高齢者（認知症高齢者や重度の要介護者
等）に対する専門医や介護福祉士等の専門職種の者による相談・援助

・ 心の健康を保持するための臨床心理士等による相談活動
・ 避難所等から緊急避難的に要援護者をショートステイ等に受け入れる事業
・ 被災者を緊急避難的に受け入れ、家賃等の利用者負担の軽減を行う認知症・

障害者グル プホ ム ケアホ ムに対する支援を行う事業

避難所等において特段の配慮を要する高齢者（認知症高齢者や重度の要介護者
等）に対する専門医や介護福祉士等の専門職種の者による相談・援助

・ 心の健康を保持するための臨床心理士等による相談活動
・ 避難所等から緊急避難的に要援護者をショートステイ等に受け入れる事業
・ 被災者を緊急避難的に受け入れ、家賃等の利用者負担の軽減を行う認知症・

障害者グル プホ ム ケアホ ムに対する支援を行う事業

県
臨時特例基金

資
金
の障害者グループホーム、ケアホームに対する支援を行う事業

・ 学校等関係団体との連絡調整
・ その他介護支援専門員、保健師、相談支援専門員等の専門職種の者等による

被災地における支援に資する事業
【主な対象経費】事業費（専門職種の者に係る人件費、旅費、備品購入費等) 等

障害者グループホーム、ケアホームに対する支援を行う事業
・ 学校等関係団体との連絡調整
・ その他介護支援専門員、保健師、相談支援専門員等の専門職種の者等による

被災地における支援に資する事業
【主な対象経費】事業費（専門職種の者に係る人件費、旅費、備品購入費等) 等

の
交
付 助

成
・
補

（例）
・ 仮設住宅等の被災地において、高齢者、障害者等をはじめとした被災者同士

または被災者と支援者のコミュニティーの構築を行う拠点を整備する事業

（例）
・ 仮設住宅等の被災地において、高齢者、障害者等をはじめとした被災者同士

または被災者と支援者のコミュニティーの構築を行う拠点を整備する事業

市町村

・効果的な事業の組み合わせ
・市町村は自ら実施又は補助・

助
等２ 仮設住宅等の被災地における介護・福祉サービスの拠点づくり等

または被災者と支援者のコミュニティ の構築を行う拠点を整備する事業
・ 仮設住宅の公共スペース等の活用により、要介護高齢者等に対する総合相談、

デイサービス、訪問介護や訪問看護、生活支援、アウトリーチによる相談等を
包括的に提供するサポート拠点を整備を推進する事業 等

【主な対象経費】拠点整備に係る経費（改修費、初度設備購入費等）等

または被災者と支援者のコミュニティ の構築を行う拠点を整備する事業
・ 仮設住宅の公共スペース等の活用により、要介護高齢者等に対する総合相談、

デイサービス、訪問介護や訪問看護、生活支援、アウトリーチによる相談等を
包括的に提供するサポート拠点を整備を推進する事業 等

【主な対象経費】拠点整備に係る経費（改修費、初度設備購入費等）等
事業者・関係団体等

委託等



平成２３年度第三次補正予算
約９０億円

被災者の生活支援や被災地の復興支援のため、
① １次補正で計上した、仮設住宅に併設される「サポート拠点」（相談・配食等の生活支援）の追加設置・運営費用
② ２２年度１次補正で追加した、被災地域でＮＰＯ法人等による地域生活支援サービスの拠点の設置費用を支援
するため、介護基盤緊急整備等臨時特例基金（地域支え合い体制づくり事業分）の期間の延長及び積み増しを行
う。

○ 積増先 ： 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 （地域支え合い体制づくり事業 ※）
⇒ 現行、23年度限りの基金を１年間延長

※ これまでの予算措置 22年度補正 200億円、23年度1次補正(被災者支援) 70億円

○ 対象地域 ： 特定被災地方公共団体を有する道県

○ 事業内容
＜参考＞ 事業実施までの流れ

厚生労働省厚生労働省

介護基盤緊急整備等臨時特例基金

交付

・ 仮設住宅における高齢者等の安心した日常生活を支えるため、総合相談
支援 居宅サー ビス 生活支援サービス 地域交流等の機能を有する拠点と

① 仮設住宅における介護等のサポート拠点の設置・運営

県 介護基盤緊急整備等臨時特例基金
（地域支え合い体制づくり事業）

資金の
交付

助

支援、居宅サー ビス、生活支援サービス、地域交流等の機能を有する拠点と
して、「介護等のサポート拠点」の設置・運営を推進する。

② 地域生活支援体制づくり事業

市町村

・効果的な事業の組み
合わせ・市町村は自ら実

交付
助
成
・
補
助
等

・ 被災地が地域全体のまちづくりを進める中で、住み慣れた地域（日常生活
圏）で必要な医療・介護サービス、生活支援サービス等を継続的・一体的に受
けることのできる体制（地域包括ケア）の実現 再構築に資するため 高齢者

② 地域生活支援体制づくり事業

事業者・関係団体等

合わせ 市町村は自ら実
施又は補助・委託等

等けることのできる体制（地域包括ケア）の実現・再構築に資するため、高齢者
等のニーズ調査や地域の支え合いによる生活支援活動の立ち上げ、拠点づく
り等を支援する。



介護施設等の復興施策について

○ 被災した介護施設等の「復旧」のみならず、新しい形で地域包括ケアの基盤を整備する「復興」施策として、
２３年度第３次補正予算において、「介護基盤復興まちづくり整備事業」（２８．５億円）を計上。
（※なお、復興庁所管の東日本大震災復興交付金においても同事業を計上。どちらを活用するかは自治体の判断に委ねられる。）

○ 当該事業は 少子高齢化社会のモデルとして 新しい形の地域の支え合いを基盤に い までも安心して○ 当該事業は、少子高齢化社会のモデルとして、新しい形の地域の支え合いを基盤に、いつまでも安心して
コミュニティで暮らしていけるよう保健・医療、介護・福祉、住まい等のサービスを一体的、継続的に提供する

「地域包括ケア」の体制を整備するため、被災地のニーズを踏まえ基盤整備を支援するもの。

○ 各県に造成している「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」より支援（２４年度までの支援）
○ 対象地域 ： 岩手県、宮城県、福島県
○ 助成金額 ： １計画あたり ３，０００万円

事業の実施イメージ
（例） ＜被災地の復興に当たり、高齢者住宅等の整備に併せて、以下の拠点を整備＞

２４時間対応の訪問介護拠点 「介整

復

２４時間対応の訪問介護拠点

（福祉避難所を兼ねた）
地域交流拠点

配食サ ビス拠点

介
護
基
盤
復
興

整
備
事
業
」で
整

復旧段階

復
興

※仮設住宅に「介護等のサ

配食サービス拠点

高齢者の見守り・相談拠点

（グ プホ ム）

興
ま
ち
づ
く
り

整
備

ポート拠点」が併設 （グループホーム）

（小規模多機能）

既存の基金を
有効活用して
整備

＜高齢者住宅等＞



仮設住 体制仮設住宅へのサポート体制について
・ 被災地の仮設住宅における高齢者等の安心した日常生活を支えるため、総合相談、居宅サービス、生活支援サービス、

地域交流などの総合的な機能を有する拠点として、「介護等のサポート拠点」の設置・運営を推進。
・ 平成２３年度第一次補正予算において、「介護等のサポート拠点」の設置・運営等に係る経費として、被災地を対象に、

地域支え合い体制づくり事業（介護基盤緊急整備等臨時特例基金）に７０億円を計上。
→ 平成２３年６月２４日に、被災県に対して全額交付済。

・ 平成２３年度第三次補正予算において、「介護等のサポート拠点」の設置・運営等に係る経費として、被災地を対象に、平成２３年度第三次補正予算において、「介護等のサポ ト拠点」の設置 運営等に係る経費として、被災地を対象に、
地域支え合い体制づくり事業（介護基盤緊急整備等臨時特例基金）に９０億円を計上。

・ 介護等のサポート拠点の取組状況は、被災３県で合計１０１ヶ所が設置される予定。（１２月７日現在）

（内訳）岩手県２６か所、宮城県５０か所、福島県２５か所

＜サポート拠点＞近隣の居宅サービス事業所等
連携 連携＜サポ ト拠点＞

仮設住宅に併設
総合相談機能

（ＬＳＡ(※)、相談支援専門員等）

デイサービス 情報支援 日中活動等

在宅支援診療所等との連携

近隣の居宅サ ビス事業所等
との連携

心の相談窓口の併設

デイサービス、情報支援、日中活動等

居宅サービス等
（居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、診療機能等）

配食サ ビス等の生活支援
アウトリーチ

アウトリーチ配食サービス等の生活支援

地域交流スペース（サロン）

地域の高齢者・障害者、子ども 等
心の相談窓口

アウトリ チ

＜仮設住宅＞

※ ＬＳＡ ： ライフサポートアドバイザー ＝ 住民からの様々な相談を受け止め、軽微な生活援助のほか、専門相談や具体的なサービス、心のケア等
につなぐなどの業務を行う者

心の相談窓口
〈避難所〉


